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　私たちの住んでいる高山市では、まちづくりや福祉、教育、インフラ整備など市民生活に深くかかわる
仕事を行っています。住みよいまちにするためには、市民がみんなで話し合い、意見を出し合って考える
ことが望ましいのですが、市民が一堂に会して話し合うことはできません。そこで、市民の中から代表
の人たちを選んで話し合いをしています。この代表に選ばれた人たちが「高山市議会議員」であり、市
役所の市長たちの考えを聴きながら、より住みやすく活力にあふれた高山市にするために議論するところ
を「高山市議会」といいます。

　市議会は、市民の皆様を代表する議員の合議によって、市政の方針を決定したり、市政が適正に行われ
ているかをチェックする機関で「議決（議事）機関」といいます。また、市議会の決定に基づいて実際に仕事を
行うのは市長をはじめとする「執行機関」です。市議会と市長は、独立、対等の立場に立ち、互いに尊重
し、論議し合いながら住みよい高山市をつくるために努力しています。

◆議会に与えられている機能（権能）
■住民代表機能
　議会は、市民の皆様から選挙で選ばれた議員で構成されており、議会は住民を代表する機関と言えま
す。同時に、市民を代表するためには、多様な（年齢、地域、職種など）市民の意見をしっかりと聴いて、
それらを市政に反映する必要があるため、様々な市民のご意見を市政に反映するための仕組みを構築して
います。
■監視機能
　議会は、執行機関の仕事をしっかり監視します。事業に無駄はないか、市民意見は反映されているか、
財政措置は適当かなど、市民を代表して、執行機関（市役所）を監視します。
■政策立案機能　
　議会は、多岐にわたる地域課題を解決したり、市民福祉の更なる向上が図られるよう、常任委員会が中
心となって市政に関する政策課題の調査研究に取り組み、市長に提言（意見を提出する）などを行っていま
す。今後は、市民意見をもとに議会自らが条例を制定することも目指していきます。

市議会って？

議会の役割

市議会ってどんな役割を担っているの？
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